
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

学校法人が近年の急激な社会状況の変化に適切に対応し、様々な

課題に対して主体的、機動的に対応していくための体制強化を行う

とともに、各都道府県の実情に即した私立学校審議会の構成が行え

るよう、私立学校審議会の構成の見直し等に係る法整備を行う。 

Ⅰ 改正の趣旨 

Ⅱ 改正の概要 

（１）学校法人における管理運営制度の改善 

理事会の設置等をはじめとして理事・監事・評議員会の制度

を整備し権限・役割分担を明確にすることによって、学校法人

における管理運営制度の改善を図る。 

（２）財務情報の公開 

学校法人が公共性を有する法人としての説明責任を果たし、

関係者の理解と協力をより得られるようにしていく観点から、

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書等の関係者へ

の閲覧を義務付ける。 

（３）私立学校審議会の構成の見直し 

各都道府県の実情に即した私立学校審議会の構成が行える

よう、私立学校審議会の委員の構成等に関する規定を見直す。

私立学校法の一部を改正する法律案の概要 


